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令和６年度学校図書館司書教諭講習実施要項 

 

 愛 知 教 育 大 学 

 

１．目 的 

この講習は，学校図書館法（昭和２８年法律第１８５号）第５条第３項の規定に基づき，学校図書館

の専門的職務に携わる司書教諭を養成するために，文部科学大臣の委託を受けて実施する講習で，学校

図書館司書教諭講習規程（昭和２９年文部省令第２１号）に従って行います。 

 

２．受講資格 

（１）教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）に定める小学校，中学校，高等学校若しくは特別支

援学校の教諭の免許状を有する方。 

（２）大学に２年以上在学する学生で６２単位以上を修得した方。 

 

＊すでに大学等で学校図書館司書教諭講習規程第３条に規定する所定の単位（５科目１０単位）を全て修

得している方は，(P.5)【修了証書 書類申請者用】の方法に従って修了証書の発行を申請してください。 

 

３．講習科目・単位数及び担当講師 

・学校経営と学校図書館        ２単位  梅田 憲治   

・ 学校図書館メディアの構成      ２単位  成田 健之介  

・学習指導と学校図書館        ２単位  櫻井 雅子   

 

４．日程 

月 日 時 間 科 目 名 講 師 

8月17日(土) 

   18日(日) 

   24日(土) 

   25日(日) 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

学校経営と学校図書館 梅田 憲治 

8月19日(月) 

   20日(火) 

   22日(木) 

   23日(金) 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

学校図書館メディアの 

構成 
成田健之介 

8月 5日(月) 

   6日(火) 

   7日(水) 

   21日(水) 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

9:00～16:20 

学習指導と学校図書館 櫻井 雅子 

※ １講習（４日間）を１日でも休んだ場合，単位認定はできません。たとえ学校の行事・ 

研修等でも公欠扱いはできないため，申込の際には注意してください。 

※ 講義時間については，講師の都合により変更する場合があります。 

 

５．講習会場 

愛知教育大学（愛知県刈谷市井ケ谷町広沢 1） 

（交通）名鉄知立駅より名鉄バス 愛知教育大前 下車（所要時間 約２０分） 

名鉄日進駅より名鉄バス 愛知教育大前 下車（所要時間 約２５分） 

ＪＲ刈谷駅より名鉄バス 愛知教育大前 下車（所要時間 約３５分） 
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６．申込方法【講習参加者用】 

  郵送でお申し込みください。（持ち込み不可）   

（１）申込先：愛知教育大学 地域連携課 講習支援係 〒448-8542 愛知県刈谷市井ケ谷町広沢１ 

問合せ先：TEL:(0566) 26-2678 (平日 8:30～12:00，12:45～17:00) 

E-mail:menkyo@m.auecc.aichi-edu.ac.jp 

※角形２号以上の大きさの封筒(Ａ４が折らずに入る封筒)に提出書類を入れ，封筒の表に「学校

図書館司書教諭講習申込」と朱書きしてください。 

（２）申込受付期間： 

令和６年６月３日（月）～ 令和６年６月１０日（月）【６月１０日（月）１７時必着】 

提出期限までに書類の不備を修正できなかったときは不受理となる場合がありますので

ご注意願います。 

なお，提出書類は原則として返却いたしませんので予めご承知おき下さい。 

（注意）令和 3年 10月から日本郵便は郵便物（普通郵便）の配達日数の繰り下げを行ってお

り，それ以前と比べて配達日数が 1日以上多くかかっております。このため，過去に

おいて愛知県内にも関わらず，3日以上もかかって本学に申請書類が配達され，提出

期限内に間に合わなかった実例がありました。 

以上により，申請書類の提出にあたり，速達で郵送するか，普通郵便で郵送する場

合は，日程的に余裕をもって提出されることをお薦めいたします。 

 

（３）提出書類： 

 提出書類等 該当者 注意事項 

１ 令和６年度学校図書館司書教

諭講習申込書（別紙様式１） 

 

全員 

「受講を希望する科目名」欄には〇印を，それ

以外の該当箇所はすべて記入してください。特

に，氏名は楷書で丁寧に記入してください。 

２ 受講資格に関する証明書 

(下記に該当するものいずれ

か 1通) 

 

全員 

 

 ・教育職員免許状授与証明書

（都道府県教育委員会発行） 

 

 

 

(1) 

教育職員免許

状を有する方 

小・中・高・特別支援の免許状のうち，所有す

る全ての免許状 ※幼稚園免許は不要 

・ただし現職の教員（講師・非常勤講師を含

む）に限り，教育職員免許状の写し（余白に所

属学校長の原本の写しに相違ない旨の証明を付

したもの）でも受け付けます。(注１) 

（注）教員免許状の原本は絶対に送付しないで

ください。 

 ・大学に２年以上在学し， 

６２単位以上修得した旨の 

証明書※ 要厳封（注２） 

(2) 

上記以外で 

大学に在学

している方 

本学所定の様式（別紙様式３）にて提出してく

ださい。 

３ 受講可否通知用封筒 

 

１４０円分の切手を貼付した

角形 2 号（24 ㎝×33.2 ㎝）

の封筒 1枚 

 

 

全員 

郵便番号・住所・氏名を明記してください。(氏

名には「様」を付記) 

 

封筒を半分に折って入れてください。 
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４ 学校図書館司書教諭講習単位

修得証明書(原本)※ 要厳封

（注２） 

該当者のみ※ 既に修得した単位全ての単位修得証明書(原本) 

 

※今回修了見込の方（「５科目１０単位」のう

ち一部の単位を既に修得し，今回の講習を受講

することにより「５科目１０単位」全て修得で

きる方のみ 

５ 戸籍抄本（原本） 該当者のみ※ ※改姓等により，教員免許状等に記載された氏

名が現在と異なる方のみ 

（注１）教育職員免許状の写しの原本証明について：所有する教育職員免許状の写しを所属される学校

の学校長名で原本証明してもらい提出してください。なお，原本証明の記載は下記の記入例を

ご参照ください。 
   【原本証明書・記入例】 
 

        この写しは原本と相違ないこと証明する。 
 
 

令和６年５月〇〇日 
 

〇〇市立〇〇小学校長 △△ △△ 公印  
 

 

（注２）各種証明書の厳封による提出について：各種証明書（単位修得証明書等）を発行する大学にお 

いて封筒の封じ目に「〆」の封字記載か封緘のゴム印（「締」や「緘」もしくは「封」等）が押 

印された封筒に封入された証明書をご提出ください（証明書発行元の大学に「厳封」による単位 

修得証明書の発行を依頼）。 

 

    なお，過去に本学で実施した学校図書館司書教諭講習を受講し，単位修得証明書を授与された 

方で今回，その証明書を提出される場合は，厳封処理されていなくても問題ありません（本学で 

証明書の真偽を確認します）。 

 よって，上記の場合においては厳封処理された単位修得証明書の再発行手続は不要です。 

 

（注）愛知教育大学卒業生で在学中に学校図書館司書教諭の資格取得に必要な５科目１０単位の

全てを授業で修得された方は，本学から厳封・発行された「学校図書館司書教諭講習規程第３

条」に規定する科目に相当する単位修得証明書の提出（開封無効）が必要です。 

 

【個人情報の取扱について】 

提出された書類に記載されている個人情報は適切に管理し，本講習の受講及び修了証書の発行手続に関

する目的以外には使用しません。 

 

７．受講定員 

学校経営と学校図書館 ３０名 

学校図書館メディアの構成 ２５名 

学習指導と学校図書館 ３０名 

 

８．受講者の決定 

受講希望者が定員を超える場合は，次の優先順位及び申込み順で受講者を決定します。 

１． 現職教員（教育職員免許状を有し，現在，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校等の教

諭・講師の職にある者） 

２．その他の者 

なお，受講者決定に関する問合せには一切お答えできません。 
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９．受講可否等の通知 

受講可否等の通知は，７月中旬に郵送にて行います。 

7月 22日（月）を過ぎても通知がない場合は，６.(１)問合せ先へご確認ください。 

 

１０．単位の認定及び単位修得証明書等の授与 

（１）科目ごとに「出席時間数」及び「試験等」により合否を判定し，合格者には単位修得証明書を

授与します。 

（２）この講習を修了したことにより，所定の単位(５科目１０単位)を全て修得した方に対しては，

文部科学大臣が修了証書を授与します。 

なお，修了証書の送付は，令和７年２月～３月頃を予定しています。 

 

１１．受講料及び教材費等 

受講料は徴収しません。ただし，教材費等は各自の負担とします。 

 

 

１２．その他 

講習期間中の宿泊施設等の斡旋は行いませんので，各自で確保をお願いします。 

本学では，大学構内の通行の安全と教育・研究環境の保持を図ることを目的として，大学構内交通

規制を実施していますので，自家用車による本学への入構はできません。 

来学の際は，公共交通機関をご利用ください。 

講習申込後，受講できなくなった場合は，必ず６.(１)問合せ先へ連絡してください。 

また，講習の申込内容等について本学よりメールにてお問合せをする場合がありますので，

「@auecc.aichi-edu.ac.jp」のメールアドレスから送信されるメールの受信設定並びにメール受信の 

確認をお願いいたします。 

 

 

 

令和６年度の学校図書館司書教諭講習実施機関については，文部科学省のホームページ（学校図書館

司書教諭講習実施要項（令和６年度））をご参照ください。 
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【 修了証書 書類申請者用 】 

学校図書館司書教諭講習規程第３条に規定する所定の単位（５科目１０単位）を全て修得している方は，

講習に参加せず，書類申請を行うことによって，修了証書が授与されます。 

 

１．申請方法   

  郵送でお申し込みください。（持ち込み不可） 

（１）申請先：愛知教育大学 地域連携課 講習支援係  〒448-8542 愛知県刈谷市井ケ谷町広沢１ 

問合せ先：TEL:(0566) 26-2678 (平日 8:30～12:00，12:45～17:00) 

E-mail:menkyo@m.auecc.aichi-edu.ac.jp 

※角形２号以上の大きさの封筒(Ａ４が折らずに入る封筒)に提出書類を入れ，封筒の表に「学校

図書館司書教諭講習書類申請」と朱書きしてください。 

（２）申請受付期間： 

令和６年６月３日（月）～令和６年６月１０日（月）【６月１０日（月）１７時必着】 

提出期限までに書類の不備を修正できなかったときは不受理となる場合がありますのでご

注意願います。 

なお，提出書類は原則返却いたしませんので予めご承知おき願います。 

（注意）令和 3年 10月から日本郵便は郵便物（普通郵便）の配達日数の繰り下げを行ってお

り，それ以前と比べて配達日数が 1日以上多くかかっております。このため，過去に

おいて愛知県内にも関わらず，3日以上もかかって本学に申請書類が配達され，提出

期限内に間に合わなかった実例がありました。 

以上により，申請書類の提出にあたり，速達で郵送するか，普通郵便で郵送する場

合は，日程的に余裕をもって提出されることをお薦めいたします。 

（３）提出書類： 

 提出書類等 該当者 注意事項 

１ 令和６年度学校図書館司書教

諭講習申込書（別紙様式２） 

全員 該当箇所をもれなく記入してください。特に，

氏名は楷書で丁寧に記入してください。 

２ 受講資格に関する証明書 

(下記に該当するものいずれか

1通) 

 

全員 

 

 ・教育職員免許状授与証明書

（都道府県教育委員会発行） 

 

 

 

(1) 

教育職員免許

状を有する方 

小・中・高・特別支援の免許状のうち，所有す

る全ての免許状 ※幼稚園免許は不要 

・ただし現職の教員（講師・非常勤講師を含

む）に限り，教育職員免許状の写し（余白に所

属学校長の原本の写しに相違ない旨の証明を付

したもの）でも受け付けます。(注１) 

（注）教員免許状の原本は絶対に送付しないで

ください。 

 ・大学に２年以上在学し， 

６２単位以上修得した旨の 

証明書※ 要厳封（注２） 

(2) 

上記以外で 

大学に在学し

ている方 

本学所定の様式（別紙様式３）にて提出してく

ださい。 

３ 学校図書館司書教諭講習単位

修得証明書(原本) ※ 要厳封

（注２） 

全員 ５科目１０単位全ての単位修得証明書(原本) 

※学校図書館司書教諭講習規程(昭和 29 年文部省令第

21 号)第３条に規定する科目(相当科目)の単位であるこ

とがわかる証明書であること。 
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４ 修了証書送付用封筒 

 

４９０円分の切手を貼付した

角形 2 号（24 ㎝×33.2 ㎝）の

封筒 1枚 

全員 郵便番号・住所・氏名を明記してください(氏

名には「様」を付記)。 

封筒を半分に折って入れてください。 

＊在籍大学でとりまとめて一括申請する場合

は，別途ご相談ください。 

５ 戸籍抄本（原本） 該当者のみ※ ※改姓等により，教員免許状等に記載された氏

名が現在と異なる方のみ 

（注１）教育職員免許状の写しの原本証明について：所有する教育職員免許状の写しを所属される学校

の学校長名で原本証明してもらい提出してください。なお，原本証明の記載は次項の記入例を

ご参照ください。 

  【原本証明書・記入例】 

        この写しは原本と相違ないこと証明する。 

令和６年５月〇〇日 

 

〇〇市立〇〇小学校長 △△ △△ 公印  

 

（注２）各種証明書の厳封による提出について：各種証明書（単位修得証明書等）を発行する大学にお 

いて封筒の封じ目に「〆」の封字記載か封緘のゴム印（「締」や「緘」もしくは「封」等）が押 

印された封筒に封入された証明書を提出してください（証明書発行元の大学に「厳封」による単 

位修得証明書の発行を依頼）。 

 

    なお，過去に本学で実施した学校図書館司書教諭講習を受講し，単位修得証明書を授与された 

方で今回，その証明書を提出される場合は，厳封処理されていなくても問題ありません（本学で 

証明書の真偽を確認します）。 

 よって，上記の場合においては厳封処理された単位修得証明書の再発行手続は不要です。 

 

（注）愛知教育大学卒業生で在学中に学校図書館司書教諭の資格取得に必要な５科目１０単位の

全てを授業で修得された方は，本学から厳封・発行された「学校図書館司書教諭講習規程第３

条」に規定する科目に相当する単位修得証明書の提出（開封無効）が必要です。 

 

【個人情報の取扱について】 

提出された書類に記載されている個人情報は適切に管理し，本講習の受講及び修了証書の発行手続に関

する目的以外には使用しません。 

 

２．そ の 他  

（１）修了証書の送付は，令和７年２月～３月頃を予定しています。 

   修了証書は「簡易書留郵便」にて発送するため，郵便局の配達時に不在の場合は不在連絡票が投函

され，郵便局の保管期間内（７日間）に受領されなかったときは，本学に返却されます。 

   この場合は，再度４９０円切手（※料金改定があった場合は改定後の値段分の切手）を貼付した角

形２号封筒を本学に送付していただきます。 

（２）申請後，送付先住所等に変更があった場合は，１.（１）問合せ先へ連絡してください。 

（３）また，書類申請の申込内容等について本学よりメールにてお問い合せをする場合がありますので，

「@auecc.aichi-edu.ac.jp」のメールアドレスから送信されるメールの受信設定並びにメール受信

の確認をお願いいたします。 

（４）三重県や岐阜県等の教員採用試験受験時に「司書教諭講習修了証書取得見込者」に対する加点制度

に申請するために「司書教諭講習修了証書取得見込証明書」の発行を依頼される場合には，以下の点

に注意してください。 
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 ・「司書教諭講習修了証書取得見込証明書」は，書類申請による「学校図書館司書教諭講習」の申請

と同時に発行依頼をしてください。 

 

 ・上記書類の発行依頼時に「司書教諭講習修了証書取得見込証明書（教育委員会指定様式）」及び取得

見込証明書の発行を依頼する文書（様式任意）と「司書教諭講習修了証書取得見込証明書」を返送する

ための封筒（返送先の住所・氏名等を記入した長形３号の封筒に８４円分の返信用切手を貼付したも

の）を同封してください。 

  なお，返送には２，３日かかりますので時間に余裕をもって申請してください。 

 

 

・令和６年度の学校図書館司書教諭講習実施機関については，文部科学省のホームページ（学校図書

館司書教諭講習実施要項（令和６年度））をご参照ください。 


